
タイ王国

面　積　　51万3114km2

人　口　　6617万人（2021年末）

首　都　　バンコク（正式名称はクルンテープ・マハーナコン）

言　語　　タイ語，ほかにラオ語，中国語，マレー語

宗　教　　仏教（上座部），ほかにイスラーム教

政　体　　立憲君主制

元　首　　マハー・ワチラロンコーン・ボディンタラテープパヤワランクーン国王

通　貨　　バーツ（ 1米ドル＝31.98バーツ，2021年平均）

会計年度　10月～ 9月

タ　　イ
2021年の

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

26.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

タイの県（チャンワット）名
（県庁所在地名は県名と同じ）

東 北 タ イ

中 部 タ イ

南 タ イ

北 タ イ 上 部
チェンマイ
チェンラーイ
ナーン
プレー
メーホーンソーン
ランパーン
ランプーン
パヤオ

北 タ イ 下 部
ターク
スコータイ
ウッタラディット
ピサヌローク
カンペンペット
ピチット
ペッチャブーン
ナコンサワン
ウタイターニー

マハーサーラカム
チャイヤプーム
ナコンラーチャシーマー（コーラート）
ブリラム
スリン
シーサケート
ローイエット
ヤソートン
ウボンラーチャターニー
アムナートチャルーン

サケーウ
チャチュンサオ
クルンテープ（バンコク）
サムットサーコン
サムットプラカーン
チョンブリー
ラヨーン
チャンタブリー
トラート
サムットソンクラーム
ラーチャブリー
ペッチャブリー
プラチュワプキーリーカン

パッタルン
トラン
パッタニー
ソンクラー
サトゥーン
ヤラー
ナラティワート

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

27.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

ノーンカーイ
ルーイ
ウドンターニー
ノーンブアランプー
サコンナコン
ナコンパノム
ムクダーハーン
コーンケーン
カーラシン

チャイナート
シンブリー
ロッブリー
サラブリー
アーントーン
スパンブリー
プラナコンシーアユタヤー
カーンチャナブリー
ナコンパトム
ノンタブリー
パトゥムターニー
ナコンナーヨック
プラーチーンブリー

チュムポーン
ラノーン
スラートターニー
パンガー
クラビー
プーケット
ナコンシータマラート

国 境
地方区分
県 境
首 都
県庁所在地

ラ オ ス

カンボジア

中部タイ

マレーシア

南

タ

イ

1

2

5
3

4
6

7

8

9
10

11

12

13 14 15

20
22

29

26

18

21 23

3630
33

3231

27

37
28

3534

24

16

1 55 4

59
585762

63

64

46

38
17

56

52

5049
41

48
44

43

7776

74 7375

7172

70
68

66
67

25

60
54 55
53

42
39
40

61

65

47

北
タ
イ

ミ

ャ

ン

マ

北

東

タ

イ

69

ブンカーン

37.

19

77.



260

「政治改革」の後退と連立政権の内紛

青
あお

木
き

　ま き・高
たか

橋
はし

　尚
なお

子
こ

概　　況
　2021年，前年をはるかに上回る新型コロナウイルス感染症の爆発的拡大で苦境
に陥った人々の不満は，プラユット・チャンオーチャー政権の防疫対策，特にワ
クチン対策の遅延に集中した。その批判を吸収し反政府運動は再び活発となった
が，要求はプラユット退陣に収斂し，前年盛り上がった政治改革要求は陰に隠れ
た。国会では2017年憲法の選挙関連条項改正案をめぐり，与野党双方の陣営で政
党間の利害対立が先鋭化した。また与党パラン・プラチャーラット党（Phalang 
Pracharat Party: PPRP）では，以前からあった派閥対立が表面化した。不信任投票
では閣僚メンバーがプラユット首相への造反を企て更迭されたほか，元党幹部が
離党して新党を結成するなど，党の求心力の低下が問題となった。
　経済面では，感染症拡大防止のための行動制限により，経済成長率は1.6％に
とどまった。財輸出の回復に伴い，農業，製造業は復調傾向にあるが，サービス
部門は停滞が続いた。政府は，外国人観光客の検疫隔離を撤廃する門戸開放計画
を進めると同時に，経済停滞の影響を受けた国民に対し幅広い経済支援を行った。
財政面では，度重なる財政出動で枯渇する財源を確保するため，新たに国家の借
入権限を拡大する緊急勅令が施行された。また，債務増加を見越して，上限に接
近していた公的債務残高の対国内総生産（GDP）比率規制を引き上げた。東部経済
回廊（EEC）開発計画では，大規模なインフラ開発を進め新規次世代産業の誘致を
狙う一方，「BCG 経済モデル」と呼ばれる国内産業強化戦略を推進している。
　対外関係では，ミャンマーにおける軍事クーデタや，アメリカの「アジア重視
外交」，中国とのワクチン問題をめぐる軋轢への対応を迫られたものの，プラ
ユット政権は内政問題を優先し対外的には現状維持に終始した。

2021年のタイ

https://doi.org/10.24765/asiadoukou.2022.0_259
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国 内 政 治

新型コロナウイルス対策の政治問題化
　タイは2020年に新型コロナウイルス感染症拡大第 1 波を抑え込み，同年12月に
発生した第 2 波も他国に比べ小規模にとどまった。政府はリスクに応じて各都県
を ₅ つのゾーンに分類し感染症拡大防止措置を定め，最もリスクの高い「最高
度・厳戒管理地域」（ダークレッドゾーン）を中心に行動制限を敷いた。
　しかし，2021年 3 月末から首都とその近郊を中心に感染拡大が始まり，首相直
属の「新型コロナウイルス感染症問題解決センター」（Center for COVID-19 
Situation Administration: CCSA）は， ₄ 月10日に第 3 波の発生を公式に認めた。 6
月後半には首都を中心に爆発拡大局面に入り，CCSA は ₇ 月10日に10都県での夜
間外出禁止，県境移動自粛要請，大型小売店舗の営業時間短縮を発令した。これ
は2020年 ₄ 月以来の厳しい措置である。以後バンコクでは10月末まで，ダーク
レッドゾーンに指定された他の ₇ 県では11月末までロックダウン（都市封鎖）が続
き，市民の活動は大きく制限された（図 1 ）。
　コロナ禍をめぐる国民の不満は，プラユット政権のワクチン政策に集中した。
国立開発行政研究院（NIDA）の世論調査機関 NIDA poll が全国15歳以上，1314人

図 1　2021年の 1日当たり新型コロナウイルス感染者数の推移

（出所）　CCSA（https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/situation.php）資料より，青木作成。
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を対象に ₈ 月16～18日に行った世論調査によれば，37.8％の回答者が感染拡大の
原因として「ワクチン不足」を，36％が「ワクチン接種の遅延」を挙げた。
　問題となったのは，ワクチン調達経路を政府や大企業，王室関連組織が独占し
た点，そして調達先が中国に偏重した点である（対中関係は「対外関係」を参照）。
当初の計画では，アストラゼネカ社が開発したワクチンを王室所有の製薬企業サ
イアム・バイオサイエンス社に受託生産させる予定だった。感染第 2 波が発生す
ると，内閣は 1 月 ₅ 日にワクチンの追加注文をアストラゼネカ社とタイの大企業
チャローン・ポッカパン（CP）が出資する中国科興控股生物技術（シノバック）社に
行った。民間病院や地方自治体は，品質保持を理由に個別のワクチン調達を禁じ
られた。 ₅ 月下旬には，王室と関連の深い医療研究機関チュラーポン・ロイヤル・
アカデミーが中国国家医薬集団（シノファーム）と契約しワクチン販売を開始した。
　プラユット政権に批判的な勢力は，ワクチン対策を糾弾した。元新未来党

（Future Forward Party）党首のタナートン・ジュンルンルアンキットは， 1 月18日
のオンライン講演で，王室系企業がアストラゼネカ社製ワクチンの生産を独占し
ている点に疑義を呈した。政府はこの発言についてタナートンを不敬罪で警察に
告発した。 ₅ 月10日には，政府が当時世界保健機関（WHO）未承認だったシノバッ
ク製ワクチンを購入したことに関する批判意見が国内有力紙『マティチョン』紙
に掲載された（Matichon online，2021年 ₅ 月10日）。 ₈ 月31日から国会で行われた
不信任審議（後述）では，野党タイ貢献党のソムポン・アモンウィワット幹事長が，
₅ 回にわたる政府のシノバック製ワクチン追加購入で発生した使途不明金の存在
を指摘し，シノバックの出資者である CP 社と政府の利益相反関係を批判した。
ワクチン問題は，軍・王室・大企業による支配を改めて浮き彫りにしたといえる。

「コロナ・デモ」の拡大と政治改革要求の後退
　2021年，政府は前年から続く反政府運動に対し，法的取り締まりを強化した。
人権団体「人権のためのタイ弁護士団」（Thai Lawyers for Human Rights）の2021年
12月28日付の報告によれば，2021年に反政府運動に関連して起訴された市民は，
前年の約 ₇ 倍にあたる1513人（835件）に上った。取り締まりに加え，防疫のため
の大規模集会禁止で反政府運動は ₄ 月頃に一時期縮小した。しかし感染拡大につ
れコロナ禍で苦境に陥った人々が反政府運動に合流し，活動は 6 月以降再び活発
化した。 ₈ 月には，バンコク都内でプラユット退陣要求集会参加者と警察とが 3
日間にわたり衝突し，双方に負傷者が出る事態となった。
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　2021年の反政府運動は，王制を含む政治制度改革を要求した前年と異なり，コ
ロナ禍で経済・社会的損失を受けた人々が合流したことで，争点が「プラユット
退陣」「政府の新型コロナウイルス対策批判」の 2 点に収斂した。
　2021年の反政府グループは， 3 種類に大別できる（表 1 ）。第 1 は，2020年に反
政府運動をけん引した学生や若年層を中心とするグループとその分派である。政

表 1　2021年に活動した主な反政府運動団体とその要求

分類 団体・集会名 主な参加者層 主な活動家 主な主張

①
タマサート大
学・反政府デ
モ統一戦線

大学生・
若年層

パヌサヤー・シティジラ
ワッタナクン（タマサー
ト 大 学 生 会 会 長 ）， パ
リット・シワラック（タ
マサート大学）1） など

「10項目要求」（憲法第 6 条「国王不可侵原
則」の廃止，刑法第112条の廃止，2018年
王室財産法改正法見直し，クーデタ政権に
対する国王承認の廃止など），拘束された
反政府活動家の解放，プラユット政権退陣
など

① 解放青年団／
「人民」集会

大学生・
若年層

チャトゥパット・ブーン
パットララクサー（コー
ンケーン大学）など

「 3 つの要求」（政府批判に対する脅迫中止，
新憲法起草，国会解散），「 2 つの原則」

（クーデタと非民選政権反対）「 1 つの夢」
（君主を憲法の下に），拘束された反政府活
動家の解放，プラユット政権退陣，新型コ
ロナウイルス感染症対策のための王室と国
軍の予算削減，シノバック社製ワクチンの
使用中止と mRNA ワクチンの供給

①
タルファー

（空を突き抜
ける）

大学生・
若年層

ナワポン・トンガーム
（コーンケーン大学）

プラユット政権退陣，拘束された反政府活
動家の解放，刑法第112条の廃止，新憲法
起草

① 水辺のモクル
アン

大学生・
若年層

ソポン・スラリッタムロ
ン（ナワミン大学）

政府批判に対する脅迫中止，新型コロナウ
イルス感染症拡大についての政府責任追及

②
我慢しないタ
イ人／タイ人
民連合

UDD など
赤シャツ派

ナタウット・サイクア，
チャトゥポン・プローム
パン（元 UDD リーダー）

プラユット政権退陣・経済活動促進と国民
への自由なワクチン提供・人民版憲法の制
定・王室を含む政治制度改革

② 「自動車デモ」
集会

UDD など
赤シャツ派

ナタウット・サイクア，
チャトゥポン・プローム
パン，ソムバット・ブン
ガームアノン（赤シャツ
活動家）

プラユット政権退陣など

② タイ人民 PAD2）など元
黄シャツ派

ニティトン・ラムルア
（元 PAD，PDRC 参加者）

プラユット政権退陣，問題解決のための非
議員首相任命

② 改心した
サリム

PAD など元
黄シャツ派

タナット・タナキットア
ムヌアイ（元 PAD，PDRC
参加者）

プラユット政権退陣，新憲法制定，
mRNA ワクチン供給

③
タルガス

（ガスを突き
抜ける）

若年層
（10代中心） プラユット首相退陣

（注）　①2020年に反政府運動を主導したグループとその分派，②2020年以前から存在した政治運動団
体の関係者によるグループ，③現状への不満を訴える若年層のグループ。 1 ）は2021年12月31日時
点で収監中の活動家。 2 ）民主主義のための人民連合。

（出所）　新聞報道などより青木作成。
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府は2020年 ₈ 月に反政府集会「人民党2020」（khana ratsadon 2020，2020年末に
「人民」に改称）の主な活動家 ₉ 人を逮捕し，うち ₄ 人が2021年 2 月 ₉ 日に刑法第
112条（不敬罪）違反の容疑で起訴された。さらに11月10日，憲法裁判所は収監中
の反政府運動活動家ら 3 人に対し，2020年の反政府運動で提示した不敬罪廃止や
王室予算の削減などの「10項目要求」（『アジア動向年報2021』を参照）が，「王室
を元首とする民主主義体制」の破壊を禁じた憲法第49条違反にあたるとの判断を
下した。憲法裁判所が王室改革要求を「国家の破壊」と解釈したことで，今後は
反政府活動家や野党議員が国家反逆罪を定めた刑法違反の容疑で刑事訴追され，
最高刑として死刑判決を受ける可能性も出た。11月15日，反政府デモ隊約1000人
は「王室改革は犯罪ではない」として憲法裁判所を批判した。
　第 2 のグループは，2020年以前から存在した政治運動団体である。そのなかで
も注目を集めたのが，2000年代にタクシン・チンナワット首相を支持し，選挙に
よる政権交代を主張してクーデタ支持派と衝突した「赤シャツ」派であった。
2020年の反政府運動では，赤シャツ支持者が個人として集会に参加する例はあっ
たものの，組織的な関与はなかった。しかし2021年 ₇ 月，赤シャツ派政治団体で
ある反独裁民主主義戦線（United Front of Democracy Against Dictatorship: UDD）の
幹部だったナタウット・サイクア元下院議員が，反政府運動への参加を表明した。
ナタウットは，他の赤シャツ活動家たちと連携して，2021年 ₈ 月以降数回にわた
り自動車で道路を埋め尽くす「自動車デモ」を開催し，プラユット政権に対し防
疫対策失敗の引責辞任を求めた。こうした赤シャツの活動再開に合わせ，海外に
逃亡中のタクシンもまた音声 SNS を通じて警察当局によるデモの強制排除を批
判するなど呼応する動きをみせた。赤シャツ派やタクシンの活動再開は，選挙制
度改正（後述）を踏まえ，次期下院選挙を視野に入れた運動と目される。
　第 3 のグループが，現状への不満を訴える若年層である。2020年の反政府運動
は，大学生を中心に，暴力や街頭占拠など当局の強制排除の口実となる行為を回
避しながら政治改革を訴えた。対照的に2021年に現れた第 3 のグループは，10代
の労働者を中心とし，政府の防疫対策批判やプラユット政権退陣を訴え，警官隊
と衝突した。グループのひとつである反政府集会「タルガス」の参加者は，BBC
タイランドの取材に対し，デモ参加の理由として，警官隊による暴力的強制排除
への怒りやコロナ禍への不満を挙げた（BBC News，2021年 ₉ 月19日）。政治改革
という理念ではなく，コロナ禍で経済・社会的苦境に陥った人々が，不満をプラ
ユット政権に向けて反政府運動に参加した様子をうかがわせる。
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憲法改正案の否決
　現行の2017年憲法は，クーデタ政権であった国家平和秩序維持評議会（National 
Council for Peace and Order: NCPO）が民政復帰後も影響力を維持するための仕組
みを多く定める。ことに，複雑な改憲手続きや，NCPO に有利に設計された首相
や上院議員（250人）選出方法，下院議員（500人）選挙制度は，起草時から反軍政勢
力や各政党の批判を受けてきた。プラユットは2019年の内閣発足時に改憲を重要
課題に掲げたものの消極的態度にとどまった。それでも与野党は「上院議員 3 分
の 1（82人）以上が賛成しない憲法改正案は不成立とする」と定めた第256条（憲法
改正手続き）の改正と，新憲法制定議会の設置について合意し，2020年には与党
PPRP と野党タイ貢献党の提出した 2 つの改正案が，国会上下院合同の憲法改正
審議会第 1 読会を通過した（『アジア動向年報2021』参照）。
　審議会では，与野党の 2 案を踏まえ新たな修正案が作成された。同案には，新
憲法草案は国民投票にかけるが，その投票率が50％に満たなかった場合には国民
投票自体を無効とし，国民投票での草案支持率が50％を割った場合には廃案とす
る文言が盛り込まれた。また，憲法制定議会議員200人の選出方法については直
接選挙とする野党案を基本とすることで合意した。他方で国家体制を定めた現行
憲法の第 1 条（総則），第 2 条（国王）については踏襲とし，王室権限は維持された。
　第 3 読会直前の2021年 2 月，ソムチャーイ・サウェンガーン上院議員と PPRP
のパイブーン・ニティタワン下院議員の 2 人が，現行憲法第256条は条項ごとの
逐次改正のみを認めていると主張し，全条文の一括改正を目指す修正案について
憲法裁判所に判断を求めるよう提案した。提案は 2 月 ₉ 日に国会上下両院で承認
され，チュアン・リークパイ国会議長兼下院議長により憲法裁判所に提出された。
　憲法裁判所は， 3 月11日に憲法の一括改正は合憲との判断を下した。ただし改
憲に際し，第256条改正および新憲法草案のそれぞれについて国民投票の実施を
条件とした。憲法裁判所の判断を受け，17日から開催された憲法改正審議第 3 読
会での修正案審議は，国民投票のタイミングをめぐり紛糾した。修正案審議前に
改正自体の是非を問うのか，審議後に修正案の是非について行うべきかという対
立である。18日，与党議員や上院議員らの退出が続き，定足数確認が繰り返され
たすえに採決が行われた。結果は修正案賛成が208票（上院 2 票，下院206票），反
対が ₄ 票（上院 ₄ 票，下院 ₀ 票），棄権94票（上院84票，下院10票），「No 票」（ど
ちらでもない意思表示）が136票（上院127票，下院 ₉ 票）となった。現行憲法下で
は，改憲には上下院議員の過半数の賛成に加え，上院議員 3 分の 1 以上の賛成が
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必要である。今回の賛成票は既定の票数に及ばず，修正案は否決された。チュア
ン議長は次期国会に逐条改正の動議を提出することができるとし，タイ貢献党の
ソムポン党首もこれを容認した。
　憲法改正阻止を狙う PPRP 議員と上院議員の働きかけで憲法一括改正の道が閉
ざされたことに対し，反政府グループは強く反発した。 3 月20日に王宮前広場で
行われた反政府集会では，参加者と警察が衝突した。新未来党の後継党である野
党前進党（Kaoklai Party）は，法律 NGO「iLaw」やタナートン率いる政治改革推進
派の政治団体「進歩派運動」（Khana kaona）と連名で政治団体「Re-Solution」を
結成し， 6 月に独自の憲法改正案を提出した。PPRP の影響下にある上院や憲法
裁判所の廃止，NCPO 時代に策定された「国家20年戦略」の破棄など，NCPO の
影響力排除を謳った改正案は，11月17日の憲法改正審議会で賛成206，反対473，
棄権 6 で否決された。これにより憲法改正による「政治改革」の実現はさらに遠
のく形となった。

選挙制度改革をめぐる政党間の利害対立
　憲法逐条改正の過程で新たな争点となったのが，選挙制度改革である。 6 月23
日，連立政権の一部である民主党（Democrat Party）は，下院の議席配分を定めた
憲法第83条，小選挙区の議員数の配分を定めた第86条，比例代表選出議員の得票
数を定めた第91条の改正案を国会に提出した。これは，有権者が小選挙区候補者
のみに投票する現行の制度から，小選挙区と比例区でそれぞれ 1 票ずつ投票する
以前の制度に戻し，さらに下院定数を現行の小選挙区議員350人比例区議員150人
から，小選挙区議員400人比例区議員100人へと変更する提案だった。
　2017年憲法下の選挙制度は，単独で過半数票を獲得できる大政党，より具体的
にはタクシン派タイ貢献党の躍進を阻止し，新党であった PPRP を利するために
導入されたといわれる（『アジア動向年報2019』を参照）。今回の提案は，これを
2 大政党制の成立を目指し策定された1997年憲法下の制度に戻すものであった。
承認された場合，次期選挙は再び大政党にとって有利になるとの公算が高まった
ことで，与野党両陣営で選挙制度改革案をめぐる政党間の利害対立が先鋭化した。
民主党は王室支持派であり，南部を地盤とする大政党だったが，2019年の下院選
挙では PPRP や中堅政党であるタイ矜持党（Phumjai thai Party）に票を奪われる形
で議席を失った。このことから今回の民主党提案は，中規模政党であるタイ矜持
党から票の奪還を企図したものと思われた。また，野党タイ貢献党も2019年の選
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挙では新党だった新未来党（現在の前進党）に反軍政票を奪われ苦戦を強いられた
ことから，自党に有利な民主党案を支持した。前回選挙で大政党となった PPRP
もまた，民主党案を自党に有利と判断し支持に回った。民主党の憲法改正案は，
₉ 月10日の国会上下院合同会議第 3 読会にて賛成多数（賛成472，反対33，棄権
187）で可決された（11月21日官報告示）。採決では，PPRP や野党タイ貢献党と
いった大政党が賛成に回る一方，連立政権内のタイ矜持党や他の小政党，野党前
進党といった中小政党から多数の棄権者が出た。2020年までの政治改革の是非を
めぐる対立は後退し，次期選挙での勝敗が新たな政治の争点となったことを印象
付けた（表 2 ）。

連立政権内の内紛と内閣不信任審議
　連立政権内の対立と連動して，PPRP 党内でも亀裂が生じた。プラユット連立
政権は与党 PPRP を中核としつつも，プラユットを含む主要閣僚は任命で就任し
た非議員であり PPRP 党員ではない。この構造に起因する政権内の非議員派と民
選議員派の閣僚ポストをめぐる対立が，内閣不信任投票を契機に表面化した。
　2021年 ₈ 月，野党タイ貢献党のユッタポン・ジャラサティアン副党首がプラ
ユット首相を含む閣僚 6 人に対し，新型コロナウイルス対策をめぐる不手際など

表 2　政治課題をめぐる各政党の立場

政治課題をめぐる立場
備考

政党名 議席数 プラユット政権 王室改革 選挙制度改革

PPRP 122 支持 反対 支持 NCPO の受け皿政党。国軍，官僚，王室，
財閥，王室護持派を支持基盤とする

タイ貢献党 134 不支持 保留 支持 タクシン元首相が実質的首領。「赤シャ
ツ」派を支持基盤とする

タイ矜持党 61 支持 反対 不支持
2008年には民主党と連立政権形成，
2019年は中部，東北部，南部で議席を
獲得し PPRP と連立政権形成

前進党 53 不支持 賛成 不支持
タナートン元新未来党党首率いる政治
団体「進歩派運動」と連携。学生反政
府グループと「理念的に共闘」

民主党 51 支持 反対 支持 王室支持派，南部保守層を支持基盤と
する

その他連立
政党 42 支持 反対 不支持

（注）　政党名が網掛けとなっている党は連立政権参加政党。
（出所）　新聞報道などをもとに青木作成。



268

「政治改革」の後退と連立政権の内紛

を理由に不信任案動議を提出した。過去の 2 度にわたるプラユット政権への不信
任審議と同様に今回の不信任案も否決されたが，連立政権内，それも PPRP 党内
から造反者が出たことが注目を集めた。造反派の中心であるタマナット・プロム
パオ農業・協同組合副大臣は，2000年代初頭にタクシン派タイ愛国党に属したの
ち，2019年に PPRP 党員となり下院議員に当選した。その後 PPRP 内で党内派閥
を形成し，2021年 ₇ 月には幹事長に選出されている。報道によれば，タマナット
は PPRP および連立政権内の民選議員を糾合し，タイ貢献党と連携してプラユッ
トに不信任票を投じることを企図した（Bangkok Post，2021年 ₉ 月 3 日）。当初，連
立政権内では40人近い議員が造反派に回ったとされ，そのなかには PPRP 幹部で
あるタマナット，ナルモン・ピンヨーシンワット労働副大臣，ウィラット・ラッ
タナーセット院内幹事長も含まれていた。 2 日にはタイ貢献党の下院議員がプラ
ユット首相による造反派への買収工作疑惑を指摘し，審議中に首相が抗弁する事
態となった。最終的に ₉ 月 ₄ 日の採決で，プラユットは信任264票，不信任208票，
棄権 3 票で信任されたものの，他の ₅ 閣僚の信任票に比べその少なさが目立った。
　造反の中心であったタマナットとナルモンの 2 人は， ₉ 月 ₈ 日付で大臣職から
解任された。しかし10月28日の PPRP 年次党大会でタマナットは幹事長続投が決
定し，党内に残留した。先述のように ₉ 月10日に選挙制度改革案が承認され次回
選挙におけるタイ貢献党と PPRP の対決が予想されるなか，タイ貢献党と通じる
タマナット派の離反を回避するための措置とみられるが，和解には程遠かった。
さらに12月末には，2020年に閣僚を更迭されたウッタマ・サーワナーヨン元
PPRP 党首（元財務相）やソムキット・ジャトゥシーピタック元経済担当副首相ら
元幹部が新党結成計画を公表した。政権内の不和に加え党の分裂が決定的となっ
たことで，プラユットの支持基盤弱体化は覆うべくもない状況となった。

地方自治体選挙と各政党の動き
　2020年12月の県自治体（Provincial Administrative Organization）首長・議会議員同
時選挙は2014年のクーデタ以後初の地方選挙であり，民政復帰の試金石として注
目された。従来タイの地方自治体選挙は地元有力一族の影響が強く，政党の影響
は弱いといわれてきた。しかし，近年は元国会議員や政党幹部の縁者が地方自治
体首長や議会議員を務める例もある。今回の自治体選挙も政党の影響に関心が集
まり，タイ貢献党や民主党など国政レベルの政党が公認候補を立て，積極的に支
援する動きが目立った。
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　特に注目を集めたのが，進歩派運動である。2020年の憲法裁判所による新未来
党解党処分の後，同党党首だったタナートンは新たに政治団体「進歩派運動」を
結成した。新未来党は2019年の下院選挙で都市部の若年層を中心に支持を集め，
新党ながら第 3 党に躍り出た。この経験を踏まえ，進歩派運動は42県で首長選挙
候補を，52県で1000人以上の県自治体議会議員候補を立て選挙に臨んだ。政治改
革よりも政策本位・課題解決型の手法を強調し，SNS を駆使して公認候補を支
援した進歩派運動だったが，結果は首長選挙で当選者ゼロ，県自治体議会議員選
挙は18県で55議席と惨敗であった。今回の県自治体選挙では期日前投票が行われ
ず，都市部に住む若者の多くが住民票のある地方に戻って投票できなかったこと
が，進歩派運動の大敗に影響したと思われる。
　他方でタイ貢献党も，首長選挙候補を立てた25県のうち当選者は ₉ 県にとどま
るなど伸び悩んだ。また地盤の北部でもタイ貢献党の支援候補が現職候補に敗北
したり，勝利するも僅差にとどまるなど苦戦を強いられた。結果として県自治体
選挙の当選者は，首長・議会議員ともに地元有力一族出身候補者が多く，政党公
認議員が地方自治体を席巻する事態には至らなかった。
　進歩派運動は2021年にも 3 月のテーサバーン自治体（2472カ所）選挙で100人以
上の首長候補を，11月のタムボン自治体（5300カ所）選挙では196人の首長候補者
を立てて臨み，テーサバーン自治体首長選では12人の当選者を，タムボン自治体
首長選では38人の当選者を出した。躍進とは言い難い結果だが，タナートンはこ
れらの「成果」を踏まえて2022年に予定されるパッタヤー特別市の市長選挙に進
歩派運動公認候補を立てることを表明した。新未来党は2019年の下院選挙の際に
パッタヤーを含むチョンブリー第 ₇ 区で地元有力一族出身候補を下し，自党候補
を当選させた「実績」を持つ。一連の自治体選挙での経験を踏まえて，進歩派運
動は今後も地方政治における勢力拡大を目指すものと思われる。
　一方タイ貢献党は，2020年末に党の首相候補だったスダーラット・ゲーユラー
パンが離党して新党を設立し，党の求心力回復が課題となっていた。2021年10月
にタイ貢献党は党大会で指導部を刷新し，支持層の拡大を目指した。なかでも注
目を集めたのは，35歳のペートーンターン・チンナワットの党顧問就任である。
ペートーンターンはタイ貢献党の事実上の首領であるタクシン元首相の娘であり，
党顧問就任は将来の政界進出への布石と目される。赤シャツ派による街頭活動再
開と合わせ，タイ貢献党は選挙に向け党内外で態勢を整えつつある。 （青木）
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経 済

回復が遅れる経済
　2021年のタイの実質 GDP 成長率は1.6％にとどまり，他の ASEAN 主要国に比
べ回復ペースの遅れが目立った。政府は新型コロナウイルス感染症拡大防止措置
によりダークレッドゾーンを中心に厳しい行動制限を敷いたことから，経済活動
は停滞が続いた。
　四半期別でみると，第 1 四半期は対前年同期比－2.4％となり，感染第 2 波に
影響され，低調な滑り出しとなった。第 2 四半期は，世界経済の回復に伴う財輸
出の増加，そして民間支出のもち直しにより，6 四半期ぶりにプラス成長（7.7％）
に転換した。ただし，比較対象となる前年同期の数値が低く，見かけ上の伸び率
は高く表れている。実際，季節調整済み対前期比成長率は0.0％と横ばい状態で
あった。第 3 波のピークを迎えた第 3 四半期は対前年同期比－0.2％のマイナス
成長へと逆戻りしたが，第 ₄ 四半期には1.9％の成長率に落ち着いた。
　実質 GDP の生産面では，農業生産が主要作物の生産量増加を受けてプラス成
長を記録した（1.4％）。同様に非農業部門も1.6％の成長率となった。製造業は4.9％
と大幅な改善をみせ，タイ工業連盟の数値によれば，年間自動車生産台数は前年
比18.1％の168万台，輸出台数が同34.9％の95万台と回復している。一方，サービ
ス部門の運輸・保管，宿泊・飲食はそれぞれ－2.9％，－14.4％と縮小が続く。
　次に，支出面では民間設備投資が4.2％と向上したほか，2020年度予算執行遅
延による反動とインフラ支出増加で公的建設投資が第 1 四半期に24.2％と拡大し
たことが要因となり，総固定資本形成は3.4％と回復した。民間最終消費は，消
費者の購買意欲低下を政府の消費刺激策で下支えした結果，0.3％の微増となった。
輸出入では，サービス輸出が大きく変動した。2020年 3 月中旬まで自由な観光客
の往来があったため，第 1 四半期は前年同期と比べ激減しているが（－62.3％），
以降は段階的な観光客受け入れ政策により回復傾向となった。しかしながら，
サービス収支における旅行収入は2019年水準から10分の 1 以下に縮小しており，
観光業への打撃の大きさがうかがえる。他方，財輸出は外需の回復とバーツ安に
より，農産品，自動車，コンピュータといった主要品目を筆頭に拡大し14.9％の
大幅な伸びをみせた。しかし同時に原油価格の高騰と原材料・中間財輸入の増加
により財輸入も18.3％となり，貿易黒字拡大は頭打ちとなった。全体としては，
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家計消費を政府の経済支援策で下支えしつつ，財輸出の回復が国内製造業を中心
として生産と民間投資を刺激する構造であった。
　政策金利は通年で0.5％に据え置かれた。サービス収支悪化を要因に経常収支
は ₈ 年ぶりに赤字を記録し，為替市場は ₇ 月以降バーツ安傾向が続いた。失業率
は1.9％と低水準を維持しているが，不完全就業者（週当たりの労働時間が35時間
未満で，追加的な労働を希望するもの），および失業または営業停止・縮小命令
による一時解雇を事由とする社会保険受給者は2020年以降急増しており，収入に
不安を抱く労働者は多いと考えられる。また，家計債務残高は対 GDP 比90％前
後を推移し，中期的な家計消費抑圧による経済活動再開への悪影響が懸念される。

観光セクターの復興を狙う門戸開放計画
　世界の新型コロナワクチン接種拡大に合わせ，政府は外国人観光客の検疫隔離
を撤廃する門戸開放計画を積極的に推進した。観光はタイ経済をけん引する基幹
産業であるが，海外からの観光客入国に多くの制限がかかる状況が経済復興の障
害となっていた。
　 3 月26日，新型コロナウイルス経済対策センター（Center for Economic Situation 
Administration due to the Impact of the Communicable Disease Corona Virus: CESA）は
指定地域内における試験的な観光客受け入れ計画の実施を承認した。第 1 段階で
ある「プーケット・サンドボックス」は，国内のワクチン接種の遅れが非難され
るなか，プーケット県内の接種を急ピッチで進め，予定通り ₇ 月 1 日より開始さ
れた。このプログラムでは，県内の空港から入国後， 3 日間はホテル敷地内で，
その後14日目まで県内で滞在したのちに，タイ国内の自由移動が許可される。続
いて実施された「サムイプラス」や「 ₇ + ₇ 」も指定地域内で隔離を行うもので
ある。いずれも入国後14日間は自由に移動できないため，長期滞在を希望する観
光客向けであった。第 2 段階は，10月 1 日からバンコク，チョンブリー，ペッ
チャブリー，プラチュワプキーリーカン，チェンマイの ₅ 都県における開放計画
であったが，各都県内のワクチン接種率が不十分であったため，延期を余儀なく
された。その後，11月 1 日には上記 ₅ 県に限らず全国での開放となった。感染リ
スクの低い国から渡航したワクチン接種者は，空港到着の際にウイルス検査を受
け，陰性を確認後に自由に移動できるため，「テスト＆ゴー」と呼ばれた。
　このような門戸開放計画の結果，2021年は42万人の観光客がタイを訪れた。年
間4000万人近くが来訪した2019年水準に回復するには少なくとも数年かかると予
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想されるが，門戸開放計画が今後の経済復興の要となることは確実である。その
間，関連産業は収入源に乏しく，長期的な政府の支援が不可欠であり，困窮度の
高い中小規模の事業者に不利とならない制度が求められている。

政府の経済支援策と国家予算規律の緩和
　感染拡大防止措置が断続的に行われ，長期にわたり経済が停滞するなか，政府
は継続して経済対策を打ち出す必要に追われた。政府の主な経済支援は，困窮者
への現金給付，下向きの家計消費を支える消費刺激策，そして中小企業・個人債
務者を救済する金融緩和策の 3 つに大別される。
　まず，現金給付は，対象が被雇用者にも拡大された。 1 月12日に閣議決定され
た「ラオ・チャナ」は，社会保険未加入者および農家，自営業者向けに毎週1000
バーツを最大 ₇ 回まで給付するもので，対象者は約3100万人が見込まれた。一方，
社会保障法第33条により社会保険加入が義務化されている被雇用者は給付対象外
であったが， 2 月15日，政府は被雇用者のうち貯蓄が一定額以下である約900万
人を対象とし，毎週1000バーツを最大 ₄ 回まで給付する「ラオ・ラック・カン」
を決定した。続いて ₅ 月 ₅ 日，これらプログラムへの追加給付や，国民福祉カー
ド所持者への給付金増額などが決定され，半年間で合計3800億バーツほどが現金
給付にあてがわれた。 ₇ 月以降は，国民福祉カード所持者に給付増額が継続され
たほか，ダークレッドゾーンにて解雇された被社会保険者，または営業制限を受
けた業種に従事する労働者，そして同地域における小中規模事業所を対象に，
ゾーンや業種・規模を限定のうえ所得補償，雇用維持助成が行われた。国家経済
社会開発評議会事務所（National Economic and Social Development Council: NESDC）
は，政府の現金給付が貧困率の急増を食い止めたと評価している（Social Outlook 
Report，2021年11月22日）。しかし，これは，低所得者層の多くは貧困ラインに
近い生活を強いられている実態の裏返しともいえる。
　消費刺激策は主に 2 種類あった。「コン・ラ・クルン」は， 1 人 1 日150バーツ，
期間中一定の合計金額まで，登録店舗における食料や日用品購入支出の半額を補
助する枠組みである。第 1 弾は2020年に実施され，2021年は対象人数を拡大し，
1 ～ 3 月に合計金額上限が3500バーツの第 2 弾， ₇ 月～12月に上限3000バーツの
第 3 弾が実施された。「インチャイ・インダイ」は，国内での製品・サービス購
入代金の10～15％を電子クーポンで還元する中高所得者層向けの刺激策として導
入された。このほか，国内旅行の助成，電気・水道代の割引も行われた。
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　最後に金融緩和策である。2020年の5000億バーツ規模の低金利融資は条件が厳
しく，認可額が総額の半分に満たないまま申込期限が満了する結果に終わった。
そのため，中央銀行は2021年 ₄ 月 1 日より，与信枠をもたない新規顧客も融資対
象に含めるなど条件を一新し，2500億バーツの原資を各商業銀行に貸し付けた。
さらに，1000億バーツをアセット・ウェアハウジング向けに提供した。これは，
返済に困窮した債務者が，担保となる不動産を債権者へ差し出し一時的に返済を
停止する措置で，担保不動産は期限内であれば買い戻すことができる。ホテル，
レストランなどの建物をもつ企業向け支援策である。また，個人債務者には，元
本返済の延期，債務の一本化など包括的支援が提供された。
　これらの経済支援策の財源の大半は，緊急借入金により調達された。2020年の
借入金 1 兆バーツはほぼ全額が支出予定となったため，政府は ₅ 月25日に追加借
入権限を財務省に付与する緊急勅令を施行し，5000億バーツの追加借入枠を設け
た。一方，対 GDP 比60％を上限とする公的債務残高は ₈ 月時点で57％にまで接
近していた。翌年度以降の経済支援・復興予算膨張による債務残高増大を見越し
て， ₉ 月20日の国家金融財政政策委員会は公的債務残高の上限規定を70％に引き
上げる旨を決定し，保守的な運営を維持してきたタイの国家予算規律が緩和され
た。アジア通貨危機以降，タイ政府の財政基盤は健全性を堅持しており，この引
き上げにより政府の支払い能力が急落することはないとされる。しかしながら，
急増する財政出動に加え，少子高齢化による将来的な財政収支悪化が危惧され，
税制改革などによる持続可能な財政基盤確立の必要性が高まった。

タイらしさを生かす戦略「BCG経済」
　プラユット政権は，タイをイノベーション主導の高付加価値経済に転換し，高
所得国へと成長させる「タイランド4.0」構想を掲げている。この構想の主軸で
ある東部経済回廊（EEC）開発計画では，大規模インフラ開発と外国投資誘致に
よってタイに技術を移転し，既存産業の高度化と新規次世代産業の育成を目指し
ている。中核的既存産業である自動車製造では，政府が推進する電気自動車（EV）
の国内製造に関して，CP 社やタイ石油公社（PTT）といった国内大企業と中国，
台湾などの外資企業が連携を強めた。また，主要なインフラ整備計画のひとつで
あるレームチャバーン港拡張計画第 3 フェーズでは，11月25日にタイ民間電力大
手ガルフ・エナジー，PTT，そして中国港湾工程の 3 社が出資する合弁会社とタ
イ港湾公社間の契約署名がなされた。同様に当初の計画から遅れをとった 3 空港
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連結高速鉄道やウタパオ空港拡張工事などとともに，建設段階へと移行した。
　一方，国内産業強化のためタイが新たに注目しているのが「BCG 経済モデル」
である。BCG 経済は，バイオ（Bio）経済，循環（Circular）経済，グリーン（Green）
経済を組み合わせた造語である。自然資源に恵まれ，農業人口を多く抱えるタイ
の特徴を生かし，食品と農業，健康と医療，バイオエネルギー・バイオケミカ
ル・バイオマテリアル，観光と創造経済という ₄ 分野に焦点を当て，生産性とエ
ネルギー効率の向上，高付加価値化により，持続可能な経済発展，および所得格
差，気候変動といった課題解決を目指すモデルである。「タイランド4.0」を土台
に，プーミポン・アドゥンヤデート前国王が提唱した「足るを知る経済」，国連
による「持続可能な開発目標」（SDGs）の概念に合致する国家開発戦略として，
同モデルは， 1 月13日の BCG 経済委員会で国家アジェンダとして指定され， ₇
月12日に2027年までの実行計画が策定された。同時に，投資委員会（BOI）は BCG
経済対象分野への投資に法人税免除などの恩典を付与している。
　BOI の発表によれば，2021年の投資奨励への新規申請額は6427億バーツ，うち
BCG 分野への投資は1524億バーツを占め，その存在感を高めている。保護産業化
しつつあるタイの農業セクターや，コロナ禍で疲弊する観光セクターに BCG 経済
モデルが変革をもたらせばよいが，世界的なトレンドに追従して投資誘致の材料と
したい政府の意図も透けてみえる。現状の戦略下では投資奨励が大きな役割を持
つが，国内で産業を支えていく高度人材の育成，自律的な研究開発環境の整備は
発展途上であり，政府が長期的視点によりこれらを改善する必要がある。 （高橋）

対 外 関 係

　2021年10月，タイは地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の批准手続きを完了
した。また欧州連合（EU）やカナダとそれぞれ自由貿易協定交渉推進を確認し，
オーストラリアとの戦略的経済連携協定締結で合意するなど，経済統合に向けた
進捗が見られた。他方で政治面では，米中間での外交バランスの維持や，ミャン
マーのクーデタへの対応などで難しい舵取りを迫られた。

対米関係：頭越しの「アジア外交」と高級実務レベルの関係維持
　2021年に発足したバイデン政権は，中国との対立を視野に入れて他のアジア諸
国との同盟関係強化を目指し，東南アジアについてもインド太平洋戦略の要と位
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置付けた。この方針を踏まえて ₇ 月にはロイド・オースティン米国防長官が， ₈
月にはカマラ・ハリス副大統領がそれぞれ東南アジア諸国を歴訪したが，いずれ
もタイは訪問先に入らなかった。バイデン大統領の提唱により12月に開催された

「民主主義サミット」にもタイは招待されなかった。同月後半にはアンソニー・
ブリンケン米国務長官が訪タイを予定していたが，同行者の新型コロナウイルス
感染を理由として直前に中止された。
　一連のバイデン政権のアジア外交がタイの頭越しに行われることに対し，プラ
ユット首相やドーン・プラマットウィナイ外相は静観の構えを崩さなかった。し
かしタイ外務省内では，アジアの非 NATO 同盟国 ₅ カ国のうちタイのみがその
地位を保持できていないと危惧する声が聞かれた。
　他方で，外務省や国軍における高級実務レベルの関係は維持されている。12月
11日にはチャルームポン・シーサワット国軍最高司令官が訪米してマーク・ミ
リー米統合参謀本部長と会談した。またアメリカ政府はファイザー社製ワクチン
をはじめ総額3000万ドル相当のコロナ関連援助を提供したことに加え，米国疾病
対策センター（CDC）によるタイ保健省への総額1300万ドル相当の物的・人的支
援を供与して，タイ米間の友好関係を強調した。外交団の状況をみても，2020年
に始まった在チェンマイ・アメリカ総領事館の改修工事は継続され，2021年 ₈ 月
には在バンコク・アメリカ大使館が大規模な拡張工事を開始している。タイにお
けるアメリカの外交機能は拡張されていることから，タイ米両国は中国との関係
を視野に入れつつ実務面で関係を補強している様子がうかがわれる。

対中関係：外交バランス維持に苦慮
　中国とは，駐タイ大使が 1 年以上不在という微妙な関係が続いていた。そのよ
うななかでタイ政府は，アメリカとのバランスを維持するだけでなく，対中批判
を強める自国民に配慮しながら中国との関係を調整する必要があった。
　 ₈ 月，駐タイ大使に韓志強が着任した。2019年末に駐タイ大使を召喚して以来，
中国政府は大使を帰任させず事実上の空席となっていた。一説には2019年に決定
したチェンマイのアメリカ総領事館拡張をめぐるタイ政府へのけん制ともいわれ
る。2021年 6 月にタイ米間でタイへの医療支援を合意した直後，タイ外務省は米
中間での「バランス外交」を強調する談話を発表して，中国への配慮を示した。
₉ 月には中国の多国間軍事演習「共同命運」にタイ国軍の一部が初参加するなど，
タイ中政府間の協力関係は基本的に維持されたといえる。
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　両国関係が「正常化」に向かうかに見えるなか，国民からは対中批判が起きた。
タイ国防省は ₇ 月に2020年に延期した中国からの潜水艦購入計画の再延期を発表
した。「コロナ対策を優先せよ」という国民の批判を受け，国内の政治対立を考
慮したものとみられる。またタイ政府のシノバック社製ワクチン購入に対する野
党や反政府グループの批判（「国内政治」の項参照）に対し，中国大使館は ₉ 月 3
日に Facebook へ「中国製ワクチンに対する理不尽な批判への反論」と題する文
書を投稿した。同文書は，タイの批判勢力に「断固として異議を申し立て」「過
ちを繰り返さないよう要求する」と非常に強い文言で反論し，かえってタイ国民
の強い反発を惹起した。同月 ₄ 日の『マティチョン』紙は，中国政府の直接的な
国内問題「介入」に強い不快感を示す読者の意見記事を掲載している（Matichon 
online，2021年 ₉ 月 ₄ 日）。このような駐タイ中国大使館とタイ国民との間で直接
的な応酬は，注目を集めた。ドーン外相は同日中に「中国製ワクチン批判は中タ
イ関係を悪化させかねない」との懸念を表明し，タイ国内の対中批判をけん制し
た（Krunthep Trakit，2021年 ₉ 月 ₄ 日）。

ミャンマー軍事クーデタへの対応
　 2 月 1 日に発生したミャンマー国軍によるクーデタとそれをめぐる同国の混乱
は，タイにとって自国に波及しかねない安全保障上の脅威であった。タイは国内
に数百万といわれるミャンマー人移民を抱え，国境付近には1980年代以来ミャン
マーからタイへ逃れた人々のための避難民キャンプを擁する。クーデタ直後には，
タイ在住ミャンマー人がバンコクのミャンマー大使館前で軍事クーデタへの抗議
集会を開催した。 3 月 3 日に開かれた反プラユット政権集会には，在タイミャン
マー人も参加して両国における民主主義の実現を訴えた。さらに 3 月にはミャン
マー北部カチン州，東部カイン州などでミャンマー国軍による少数民族への攻撃
が続き，同月末から ₄ 月にかけ延べ5100人前後の少数民族が越境してタイ・メー
ホーンソーン県へ流入した。タイ外務省はこれらの避難民が自主的にミャンマー
へ帰還したと発表したが，国境付近ではタイ国軍が避難民の入国を妨害し，ミャ
ンマー側へ追い返したことが報道で明らかになった（Khaosod English，2021年 3
月30日）。12月には同県のミャンマー少数民族避難民キャンプで，待遇改善を訴
える避難民の暴動が起きた。
　タイ政府は，ミャンマーのクーデタを「内政問題」（ 2 月 1 日のプラウィット・
ウォンスワン副首相の発言）とする姿勢に徹した。 2 月24日にインドネシアのレト
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ノ外相がタイを訪問し，ミャンマー国軍が任命したワナマウンルィン「外相」，タ
イのドーン外相と非公式 3 者会談を行った。2000年代初頭にミャンマーの内政問
題が国際問題化した際，タイが仲介役となりミャンマーに ASEAN 議長国辞退を
促した経緯を想起させる動きであったが，ASEAN 非公式外相会議（ 3 月 2 日）や臨
時首脳会議（ ₄ 月24日）で，タイは具体的行動を取らなかった。10月，ASEAN は

「ミャンマー政府」代表の首脳会議参加を認めないことで合意したが，翌月14日に
はドーン外相がミャンマーでミンアウンフライン国軍最高司令官と非公式に会見
したと報じられた。両者はタイ国内の反ミャンマー政府活動家に関する情報交換
を行ったとみられ，国内治安をめぐる両国の関係の深さを印象付けた。 （青木）

2022年の課題
　2022年のタイ政治は，下院選挙の実施時期とプラユット首相続投の行方が焦点
となるだろう。与党 PPRP は，2022年 1 月に行われた下院議員補欠選挙での大敗
を理由にタマナット派を除名した。同月にはウッタマ元財務相がプラユット首相
の続投阻止を宣言して新党「タイ未来建設党」（Sang Anakhod Thai Party）を設立
した。これら分裂した元 PPRP 勢力がタイ貢献党と連携して PPRP に対抗する可
能性もありうる。またタイ貢献党とスダーラットによる新党との競合も続いてお
り，政党間の駆け引きが活発化するものと思われる。選挙前には，憲法改正の過
程で後退した「政治改革」が争点として再燃する可能性もある。
　経済面では，新型コロナウイルス変異株や原油高に起因するインフレなど国内
のリスクに柔軟に対応しつつ，外国人観光客受け入れを軌道に乗せることが経済
活性化への大きな課題となる。2022年に下院選挙が行われる場合，結果次第では
政策方針の転換や混乱が起こり，経済支援策や各種開発計画に影響を及ぼす可能
性がある。EEC をはじめとする長期計画が滞り，回復基調にある民間の投資意
欲を失うことのないよう留意すべきである。
　対外関係では，引き続きミャンマー内政問題への対応が課題である。ASEAN
の対ミャンマー方針と自国のミャンマー外交との整合性をどうとるのか，さらに
は米中対立が続くなかで，ミャンマー軍政に批判的な欧米との関係をどうするの
か。2022年はアジア太平洋経済協力会議（APEC）議長国を務めることと合わせて，

「バランス外交」で知られるタイの手腕が問われる 1 年となるだろう。
（青木：地域研究センター）
（高橋：地域研究センター）
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1 月 5 日 ▼内閣，新型コロナウイルスワクチ
ンについて中国科興控股生物技術（シノバッ
ク）社に200万回分を，アストラゼネカ社に
3500万回分を発注決定。
12日 ▼ 2100億バーツの現金給付や電気・水

道代割引を含む経済対策を閣議決定。
13日 ▼ BCG 経済委員会，BCG 経済モデル

を国家アジェンダに指定。
14日 ▼ 内閣，中央選挙委員会（EC）提案の

テーサバーン自治体首長・議員選挙の実施要
綱を承認。
16日 ▼バンコク都内での不敬罪反対集会で

爆破事件。警官 2 人と記者 1 人が負傷。
18日 ▼タナートン元新未来党党首，アスト

ラゼネカ社のタイ国内ワクチン生産を王室出
資のサイアム・バイオサイエンス社が独占契
約した経緯に疑義を表明。
19日 ▼刑事裁判所，2015年に不敬罪で起訴

された元公務員の女性に禁錮43年 6 カ月の判
決。
20日 ▼デジタル経済社会省，タナートンを

不敬罪およびコンピュータ犯罪法違反の容疑
で警察庁テクノロジー犯罪課に告発。 
2 月 1 日 ▼ミャンマーでのクーデタ発生を受
け，在タイミャンマー人らがミャンマー大使
館前で抗議デモ開催（～ 2 日）。
2 日 ▼プラユット首相，ミャンマー情勢を

注視するとの談話を発表。
5 日 ▼ドーン副首相兼外相，環太平洋パー

トナーシップに関する包括的および先進的な
協定（CPTPP）の批准見送りを発表。
9 日 ▼中央検察局，アーノン弁護士ら反政

府活動家ら ₄ 人を不敬罪で起訴。

▼国会上下院会議，パイブーン下院議員と
ソムチャーイ上院議員による憲法改正案の憲
法裁判所付託提案を承認。

15日 ▼ 927万人を対象に，社会保険加入者
向けの現金給付策を閣議承認。
16日 ▼野党による閣僚10人の不信任案審議

開始。21日の採決で否決。
18日 ▼憲法裁判所，憲法修正案の違憲審査

提案を受理。
24日 ▼刑事裁判所，旧人民民主改革委員会

（PDRC）幹部39人に反逆罪などで有罪判決。

▼ミャンマー国軍任命のワナマウンルウィ
ン「外相」，非公式訪問。プラユット首相と
会談後，ドーン副首相兼外相，レトノ・イン
ドネシア外相と会談。
25日 ▼国会両院合同会議，憲法改正案を第

2 読会で賛成521，反対42，棄権17で可決。
28日 ▼反政府集会「民主主義再起動」で参

加者と警官隊が衝突，30人以上が負傷。
3 月11日 ▼憲法裁判所，国民投票の実施を条
件に，国会での憲法起草議会設置を認定。
16日 ▼ 内閣，歳出総額3.1兆バーツの2022

年度予算案を承認。
18日 ▼国会両院合同会議，憲法改正条項の

改正案を否決。
20日 ▼王宮前広場における反政府集会で参

加者と警察が衝突。警官を含む50人が負傷，
20人が逮捕。
23日 ▼ PDRC 幹部有罪判決に伴い失職し

た ₄ 閣僚に代わり，トリヌット教育相など新
閣僚の任命が官報告示。
26日 ▼ 新型コロナウイルス経済対策セン

ター（CESA），「プーケット・サンドボック
ス」を承認。
28日 ▼テーサバーン自治体首長・議員選挙

投票日。

▼反政府集会「民主主義再起動」で参加者
と機動隊が衝突。負傷者30人以上。
30日 ▼内閣，非常事態宣言期間の 2 カ月延

重要日誌 タ　　イ　2021年
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長を承認（～ ₅ 月31日）。
▼外務省，ミャンマーからの避難民4000人

を強制退去させたとの報道を否定。
4 月 2 日 ▼バンコク都庁，都内の遊興施設に
おけるクラスター発生を公表。
9 日 ▼ プラユット首相，菅首相とタイの

TPP 加盟協力について電話会談。
10日 ▼ 新型コロナウイルス問題解決セン

ター（CCSA），感染拡大第 3 波発生を公式確
認（発生日 ₄ 月 1 日）。
23日 ▼不敬罪で収監中だった反政府運動指

導者 2 人が保釈される。
24日 ▼ ASEAN 臨時首脳会議開催（ジャカ

ルタ）。ドーン外相が参加。
27日 ▼内閣，非常事態緊急勅令第 ₇ 条に基

づき「法律に基づく権限義務を総理大臣の権
限義務に定める布告（第 3 版）」を決定（同日
官報告示）。
28日 ▼野党 6 党党首，記者会見で新型コロ

ナウイルス対策の失政をめぐりプラユット首
相の引責辞任を要求。
5 月 1 日 ▼ 官製アプリ「Mor Prom」による
一般国民向けワクチン接種予約を開始。
5 日 ▼内閣，感染拡大第 3 波に対する追加

現金給付，消費刺激策など2250億バーツの経
済対策を大枠承認。
7 日 ▼国家ワクチン調達委員会，タイ製薬

事業団を介したワクチン調達を民間病院に許
可。
11日 ▼ バンコク刑事裁判所，「人民党」活

動家パリット・チワラックの保釈決定。

▼ 商務省，欧州連合（EU）との関税割当新
協定に署名。
12日 ▼中国政府，タイへのシノバック社製

ワクチン50万回分寄贈を発表。
18日 ▼内閣，5000億バーツの追加借入権限

を財務省に与える緊急勅令を承認（官報告示

25日，下院承認 6 月10日）。
21日 ▼内閣，非常事態宣言を再度 2 カ月延

長（～ ₇ 月末）。
25日 ▼ チュラーポン・ロイヤル・アカデ

ミーによるシノファーム製ワクチン輸入計画
が官報告示。
29日 ▼商務省貿易振興局，中国中糧集団有

限公司（COFCO）と 6 ～ ₇ 月に精米 2 万トン
（総額1040万ドル）の輸入で合意。

▼米国務省「2021年人身取引報告書」で，
タイは「第 2 段階」から「第 2 段階要注視」
に降格。
31日 ▼タイ石油公社（PTT）と台湾の精密機

器製造大手鴻海科技集団（Foxconn）が電気自
動車（EV）生産提携を発表。
6 月 7 日 ▼全国で一般国民および外国人向け
ワクチン接種開始。
14日 ▼ジュリン副首相兼商業相，タピオラ

駐タイ EU 大使とタイ・EU 自由貿易協定
（FTA）の交渉開始を協議。

▼プラユット首相，120日以内の外国人観
光客受け入れ再開を目指す「ロードマップ計
画」発表。
15日 ▼タイ中央破産裁判所，タイ国際航空

の事業再生計画を承認。
19日 ▼ パ ラ ン・ プ ラ チ ャ ー ラ ッ ト 党

（PPRP）年次大会で，タマナット氏を新幹事
長に選出。プラウィット党首は再選。
23日 ▼民主党，選挙制度改正にかかわる憲

法改正案を国会提出。
29日 ▼日タイ両国政府，アストラゼネカ社

製ワクチン105万回分の寄贈を合意。
7 月 1 日 ▼「プーケット・サンドボックス」
開始。
3 日 ▼チャルームポン国軍最高司令官，次

回の多国間軍事演習「コブラ・ゴールド」の
規模縮小しつつ実施と談話。
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6 日 ▼内閣，保健省疾病管理局によるワク
チン調達計画としてファイザー社製2000万回
分を新規調達，シノバック社製1090万回分の
追加調達，モデルナ社製ワクチン輸入を承認。
10日 ▼ CCSA，夜間外出禁止令を発令（～

11月30日）。
13日 ▼内閣，最高度・厳格管理地域指定10

都県を対象とする420億バーツの経済支援策
を承認。
17日 ▼ CCSA，最高度・厳格管理地域指定

を13都県に拡大。
18日 ▼国防省，中国からの海軍潜水艦購入

計画延期を表明。

▼バンコク都内の反政府集会でデモ隊と警
官隊が衝突。逮捕者 6 人。
21日 ▼タイ・トヨタ自動車，部品供給不足

により国内 3 工場の生産を一時停止（～ ₈ 月
₈ 日）。
29日 ▼イギリス政府，アストラゼネカ社製

ワクチン41万5040回分のタイへの寄贈を発表。
8 月 1 日 ▼ CCSA，最高度・厳格管理地域指
定を29都県に拡大。
3 日 ▼ 第40回多国間軍事演習「コブラ・

ゴールド」，実施（～13日）。
5 日 ▼タイ・オーストラリア戦略的経済連

携協定締結合意。
8 日 ▼国家警察，召喚に応じて出頭した反

政府活動家パリットを再逮捕。
10日 ▼韓志強・駐タイ中国大使着任。
15日 ▼ ナタウット元反独裁民主主義戦線

（UDD）代表，反政府集会「自動車デモ」を
開催（ ₈ 月29日にも開催）。
16日 ▼タイ貢献党ユッタポン副党首，閣僚

6 人に対する不信任案動議を提出。

▼反政府集会「タルガス」で参加者が実弾
で撃たれ重傷。翌日警官隊とデモ隊が衝突し
数人が身柄拘束。

18日 ▼タンヤブリー地方裁判所，反政府活
動家 ₈ 人の保釈請求却下。
28日 ▼ナラティワート県で貨車を狙った爆

弾テロにより，鉄道一時運航停止。
29日 ▼ 豪雨によりサムットプラカーン県

バーンプー工業団地で洪水発生。
31日 ▼国会下院で内閣不信任案審議開始。

₄ 日の採決で不信任案否決。
9 月 2 日 ▼ 反政府集会「自動車デモ」，バン
コク市内で開催。 3 日にはタマサート学生グ
ループ，「民主主義再起動」グループが反政
府集会開催。
6 日 ▼「タルガス」，反政府集会（～13日）。

一部の参加者が警官隊と衝突。
▼ タイ米第27回年次海上即応訓練協力

（CARAT）実施（～10日）。

▼タイ国軍，中国による多国間平和維持演
習「共同命運」（～15日）に一部参加。
10日 ▼国会上下院合同会議第 3 議会，民主

党提案の憲法改正案を賛成472，反対33，棄
権187で可決（11月21日官報記載）。
20日 ▼国家金融財政政策委員会，公的債務

残高の対 GDP 比上限を70％に引き上げ決定。
29日 ▼陸軍治安維持部隊，ナラティワート

県で反政府組織と銃撃戦。 ₄ 人の容疑者を射
殺。
30日 ▼ CESA，雇用を一定水準以上維持す

る中小企業を対象に469億バーツの雇用維持
支援策を決定。
10月 5 日 ▼内閣，東部経済回廊（EEC）開発計
画でデジタル，ロボット工学など 6 つの特区
新設を承認。
11日 ▼ EC，全国のタムボン自治体選挙を

告示。11日から立候補受付開始。
13日 ▼ CCSA，規制緩和。最高度・厳格管

理地域を23都県へ縮小。
18日 ▼ コレット米国務省参事官，来訪。



281

タ　　イ

ドーン外相およびスポット国家安全保障評議
（NSC）議長らと会談。
26日 ▼ プラユット首相，ASEAN 首脳会議

（オンライン）に参加（～28日）。
27日 ▼ プラユット首相，日・ASEAN 首脳

会議（オンライン）に参加。
28日 ▼タイ商務省，地域的な包括的経済連

携（RCEP）協定批准書を ASEAN 事務局に寄
託。

▼タイ貢献党年次大会，チョンナーン氏を
新党首に，タクシン元首相の娘ペートーン
ターン氏を党顧問に指名。
31日 ▼ CCSA，規制緩和。最高度・厳格管

理地域を ₇ 県に縮小。
11月 1 日 ▼ 63カ国からの観光客を検疫免除で
受け入れる「テスト & ゴー」，全国で開始。

▼プラユット首相，スコットランドで開催
の国連気候変動枠組条約第26回締約国会議

（COP26）で登壇。
3 日 ▼ 最高裁判所政治職者刑事法廷，

PPRP のウィラット国会対策委員長ら議員 ₄
人，およびタイ矜持党のサムリー議員に資格
停止決定。
8 日 ▼バンコクのチャオプラヤー川河岸，

サムットプラカーン，ノンタブリーの各県で
洪水発生。
9 日 ▼内閣，第13次国家経済社会開発計画

を大枠承認。

▼ アメリカ政府，モデルナ社製ワクチン
100万回分の寄贈を提案（22日到着）。

▼内閣，ASEAN・カナダ FTA の交渉枠組
を承認。
10日 ▼憲法裁判所，2020年 ₈ 月10日のタマ

サート大学における反政府集会で王室改革を
主張した 3 人の活動家に対し，違憲判決。
22日 ▼ プラユット首相，中国・ASEAN 特

別首脳会議出席（オンライン）ののち，岸田首

相と電話会談。
24日 ▼国家金融財政政策委員会，農家所得

補償制度予算確保のため，年度予算の借入枠
上限を35％未満へ一時的な引き上げ決定。
25日 ▼タイ民間電力大手ガルフおよび PTT，

中国港湾工程の合弁会社 GPC とタイ港湾公
社，レームチャバーン港拡張開発第 3 フェー
ズを契約締結。
28日 ▼タムボン自治体選挙，投票日。
30日 ▼ CCSA，規制緩和。最高度・厳格管

理地域指定は全都県で解除。
12月 3 日 ▼クリテンブリンク米国務次官補，
来訪。スポット NSC 議長らと会談。
7 日 ▼運輸省，チュムポーンとラノーンを

結ぶ南部陸橋構想公表。
8 日 ▼ 憲法裁判所，元 PDRC 指導者の民

主党議員 ₅ 人に対し議員資格はく奪の判決。
11日 ▼チャルームポン国軍最高司令官訪米

（～20日）。ミリー統合参謀本部長らと会談。
14日 ▼東南アジア歴訪中のブリンケン米国

務長官，タイ訪問中止を発表。

▼ターク県メーラーのミャンマー人避難民
キャンプで暴動発生。
20日 ▼コーンケーンからノーンカーイまで

の鉄道複線化工事を決定。
22日 ▼内閣，オミクロン株感染拡大防止の

ため「テスト & ゴー」による入国申請の一
時中止を決定。
23日 ▼タイ国鉄，バンコクのターミナル駅

機能をフアランポーン駅からバーンスー中央
駅へ移管。
25日 ▼ PPRP ウッタマ・サーワナーヨン元

党首（元財務相），ソムキット・ジャトゥシー
ピタック元副首相らが新党結成計画を発表。
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　 1 　国家機構図（2021年12月末現在）

国　王
枢密院（17人）

首  相

国会（750人）

上院（250人）

下院（500人）

裁判所 憲法上の独立機関

他の憲法上の機関

憲法裁判所
司法裁判所
行政裁判所
軍事裁判所

選挙委員会（7人）
オンブズマン（3人）
国家汚職防止取締委員会（9人）
国家会計検査委員会（7人）

検察機構
国家人権委員会（7人）

首相府

外務省

運輸省

天然資源・環境省

観光・スポーツ省

農業・協同組合省

首相直属機関

国防省 財務省

社会開発・人間安全保障省

次官事務所
広報局
消費者保護委員会事務所
投資委員会事務所

次官事務所
領事局
外交儀典局
ヨーロッパ局
国際協力局
技術経済協力局
国際経済局
条約・法律局
情報局
国際機構局
ASEAN局
東アジア局
アメリカ・南太平洋局
南アジア・中東・アフリカ局

次官事務所
港湾局
陸運局
空港局
国道局
地方国道局
輸送交通政策企画事務所

次官事務所
公害監視局
海洋・沿岸資源局
鉱物資源局
水資源局
地下水資源局
環境振興局
森林局
国立公園・野生動物・植物種保護局
天然資源・環境政策企画事務所

次官事務所
体育局
観光局

次官事務所
米穀局
灌漑局 
協同組合会計監査局
漁業局
畜産局
土地開発局
農業研究局
農業普及局
協同組合振興局
農地改革事務所
養蚕局
国家農産品・食品規格事務所
農業経済事務所
人工降雨・農水航空局

首相秘書事務所
内閣官房
不正資金洗浄防止取締事務所
国家情報局
予算局
国家安全保障会議事務局
法制委員会事務局
行政開発委員会事務局
文官公務員委員会
国家経済社会開発評議会事務所

首相監督下の独立機関

国王秘書局
宮内庁
国家仏教事務所
国王プロジェクト調整特別委員会事務局
国家学術イノベーション政策委員会事務局
タイ学士院
国家警察庁

次官事務所
国王護衛局
国軍最高司令部
　　　　陸軍
　　　　海軍
　　　　空軍

次官事務所
財務局
中央会計局
関税局
物品税局
国税局
国営企業政策委員会事務所
公的債務管理事務所
財政経済事務所

次官事務局
児童・青少年事業局
高齢者事業局
女性・家庭事業局
社会開発福祉局
障害者生活改善促進局

内  閣
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（注）　各省の大臣官房は省略。
（出所）　官報など。

　 2 　閣僚名簿
閣僚 第 2 次プラユット政権（2021年 ₉ 月 ₉ 日官報告示）

氏　名 政党
首相 Prayut Chan-o-cha （Gen.）
副首相 Prawit Wongsuwon （Gen.） PPRP

Wisanu Krue-ngam
Anutin Charnvirakun1） PJT
Jurin Laksanawisit DP
Don Pramutwinai1）

Supattanapong Punmeechao
首相府大臣 Anucha Nakasai PPRP
国防大臣 Prayut Chan-o-cha （Gen.）1）

　副大臣 Chaichan Changmongkhon （Gen.） PPRP
財務大臣 Akhom Termpitthayapaisit
　副大臣 Santi Promphat PPRP

内　閣

文化省

次官事務所
宗教局
芸術局
文化振興局
現代文化芸術事務所

高等教育・科学・研究
イノベーション省

次官事務所
原子力平和利用事務所
科学サービス局
高等教育評議会事務所
国家研究委員会事務所

公衆衛生省

次官事務所
医療局
疾病予防局
タイ式医療・代替医療開発局
医療科学局
健康関連サービス推進局
精神衛生局
保健局
食品・薬品委員会事務所

工業省

次官事務所
工場局
工業振興局
一次産業・鉱業局
甘蔗・砂糖委員会事務所
工業製品規格事務所
工業経済事務所
タイ工業規格研究所

他の独立機関

王室財産管理局
タイ国銀行（中央銀行）
証券取引等監督委員会
保険業監督委員会

商務省

次官事務所
貿易局
国内取引局
通商戦略事務所
国際通商交渉局
知的財産局
事業開発局
国際貿易振興局

内務省

次官事務所
地方行政局
コミュニティ開発局
土地局
災害予防軽減局
建設･都市計画局
地方自治振興局

法務省

法務大臣直属

麻薬取締委員会事務所

次官事務所
矯正局
権利自由擁護局
民事執行局
児童・青少年観察保護局
刑務局
特別事件捜査局
法務事務所
法科学研究所

労働省

次官事務所
職業斡旋局
職能開発局
労働福祉・保護局
社会保険事務所

エネルギー省

次官事務所
天然燃料局
エネルギー事業局
代替エネルギー開発・エネ
    ルギー保全局
エネルギー政策企画事務所

デジタル経済社会省

次官事務所
気象局
国家統計局
デジタル経済社会委員会事務局
偽ニュース対策センター

教育省

次官事務所
教育会議秘書官事務所
基礎教育委員会事務所
職業教育委員会事務所
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外務大臣 Don Pramutwinai1）

観光・スポーツ大臣 Phipat Ratchakitprakan PJT
社会開発・人間安全保障大臣 Juti Krairerksh DP
高等教育・科学・研究・イノベーション大臣 Anek Laothamathat PRPC
農業・協同組合大臣 Chalermchai Sri-on DP
　副大臣 Mananya Thaiset PJT

Thammanat Prompao （Captain）2） PPRP
Prapat Pothasuthon CTP

運輸大臣 Saksiam Chidchob PJT
　副大臣 Thawon Senniam3） DP

→ Weerasak Wangsuphakitkoson3） PJT
Athirat Ratanaset PPRP

天然資源・環境大臣 Warawut Silpa-archa CTP
デジタル経済社会大臣 Putthipong Punnakantaya3） PPRP

→ Chaiwut Thanakamanusorn4） PPRP
エネルギー大臣 Supattanapong Punmeechao1）

商務大臣 Jurin Laksanawisit1） DP
　副大臣 Wirasak Wangsupakitkoson PJT

→ Sinit Lertkrai3） DP
内務大臣 Anupong Paochinda （Gen.）
　副大臣 Nipon Bunyamanee DP

Songsak Thongsri PJT
法務大臣 Somsak Thepsuthin PPRP
労働大臣 Suchat Chomklin PPRP
　副大臣 Narumon Pinyosinwat2） PPRP
文化大臣 Ittipon Khunplome PPRP
教育大臣 Nataphon Teepsuwan3） PPRP

→ Trinut Thianthong4） PPRP
　副大臣 Kalaya Sophonpanit DP

Kanokwan Wilawan PJT
公衆衛生大臣 Anutin Charnvirakun1） PJT
　副大臣 Satit Pitutacha DP
工業大臣 Suriya Juangroongruangkit PPRP

（注）　カッコ内は軍・警察における階級。政党名は，PPRP（パラン・プラチャーラット党），PJT（タイ
矜持党），DP（民主党），CTP（タイ国民開発党），PRPC（タイ国民合力党）。 1 ）兼務。 2 ）2021年 ₉ 月
₉ 日付けで解任。 3 ）2021年 2 月24日憲法裁判所で失職判決。 ₄ ）2021年 3 月23日任命。

（出所）　官報を参照。

　 3 　国軍人事
国軍最高司令官 Gen. Chalermpon Srisawat （2020年10月 1 日）
陸軍司令官 Gen. Narongpan Jitkaewtae （2020年10月 1 日）

（第一管区司令官） Lt. Gen. Suksan Nongbualang （2021年10月 1 日）
海軍司令官 Adm. Somprasong Nilsamai （2021年10月 1 日）
空軍司令官 ACM. Napadet Thupatemiya （2021年10月 1 日）
国防次官 Gen. Worakiat Ratananont （2021年10月 1 日）
国防副次官 Gen. Sanitchanok Sangkachantra （2021年10月 1 日）
 Gen. Saravuth Ratchatanavin （2021年10月 1 日）
 Adm. Manatawee Booranapong （2021年10月 1 日）
 ACM. Saritpong Watthanavarangkun （2021年10月 1 日）

　 4 　警察人事
警察長官 Pol. Gen. Suwat Jangyotsuk （2020年10月 1 日）
首都圏警察本部長 Pol. Lt. Gen. Samran Nuwanma （2021年10月 1 日）

（注）　カッコ内は任命日。
（出所）　官報および警察ウェブサイト。
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主要統計 タ　　イ　2021年

　 1　基礎統計
2016 2017 2018 2019 2020 2021

人 口（100万人，年末） 65.9 66.2 66.4 66.6 66.2 66.2 
労 働 人 口（同上） 38.3 38.1 38.4 38.2 38.5 38.7 
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 0.2 0.7 1.1 0.7 -0.9 1.2 
失 業 率（％） 1.0 1.2 1.1 1.0 1.7 1.9 
為 替 レ ー ト（ 1 ドル＝バーツ） 35.3 33.9 32.3 31.1 31.3 32.0 
（出所）　人口：内務省地方行政局（https://dopa.go.th/）。労働人口，消費者物価上昇率，失業率，為替

レート：タイ中央銀行（http://www.bot.or.th/）。

　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：10億バーツ）
2016 2017 2018 2019 2020 2021

民 間 消 費 7,296.5 7,579.7 8,004.7 8,406.5 8,301.6 8,422.3 
政 府 消 費 2,460.7 2,524.4 2,648.2 2,732.2 2,789.7 2,940.5 
総 固 定 資 本 形 成 3,459.9 3,579.2 3,730.9 3,812.2 3,634.6 3,815.6 
在 庫 増 減 -380.5 -27.0 398.4 209.2 69.5 894.4 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 9,785.9 10,326.7 10,616.2 10,052.2 8,064.4 9,420.2 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 7,806.5 8,397.7 9,169.7 8,473.4 7,232.4 9,458.8 
国内総生産（支出側） 14,816.0 15,584.4 16,228.7 16,738.9 15,627.4 16,034.2 
国内総生産（生産側） 14,590.3 15,488.7 16,373.3 16,892.4 15,653.9 16,179.8 
海 外 純 要 素 所 得 -685.4 -693.9 -793.1 -627.5 -359.1 -569.3 
国 民 総 所 得（GNI） 13,905.0 14,794.8 15,580.2 16,264.9 15,294.8 15,610.6 
（注）　2020年と2021年は暫定値。2016～2019年は修正値。国内総生産（生産側）－国内総生産（支出側）

は統計上の誤差。
（出所）　国家経済社会開発評議会事務所（http://www.nesdc.go.th/）。

　 3 　産業別国内総生産（実質　基準年＝2002） （単位：10億バーツ）
2016 2017 2018 2019 2020 2021

農 林 水 産 業 608.8 638.1 677.0 671.2 648.0 657.0 
鉱 業 246.6 231.9 225.1 228.9 208.5 193.7 
製 造 業 2,730.6 2,809.9 2,907.2 2,883.1 2,722.7 2,855.7 
電気・ガス・蒸気・空調 286.2 291.3 297.8 311.2 286.4 279.4 
上下水道・廃棄物処理 46.7 49.8 52.7 55.7 56.1 56.9 
建 設 業 289.9 281.3 287.7 292.2 296.0 304.0 
卸売・小売・車両修繕業 1,423.3 1,514.5 1,610.9 1,683.9 1,630.3 1,658.3 
宿泊・飲食サービス業 542.1 600.7 648.6 698.4 436.4 373.6 
運 輸 ・ 保 管 業 639.9 691.4 718.0 738.1 569.0 552.7 
情 報 通 信 業 479.4 498.0 541.7 603.6 610.0 644.9 
金 融 業 698.4 744.9 772.5 787.2 827.6 874.8 
不動産・その他関連業 368.5 393.1 414.5 430.1 436.7 444.3 
科 学 ・ 技 術 195.0 207.2 213.0 216.9 206.4 200.3 
行 政 ・ 国 防 509.6 513.6 521.4 528.8 537.5 540.9 
教 育 323.6 325.0 328.2 332.2 336.4 338.5 
保 健 医 療 ・ 福 祉 214.8 223.6 234.4 243.1 250.8 260.2 
そ の 他 サ ー ビ ス 415.4 437.0 460.2 483.2 415.1 409.5
国 内 総 生 産（GDP） 10,018.8 10,451.1 10,907.0 11,198.6 10,508.7 10,658.3 
G D P 成 長 率（％） 3.4 4.2 4.2 2.2 -6.2 1.6 
（注）　2020年と2021年は暫定値。2016～2019年は修正値。
（出所）　表 2 に同じ。
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　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万バーツ）
2018 2019 2020 2021

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 799,342.8 1,145,193.8 759,787.1 1,042,846.4 707,272.1  869,495.5 785,902.3 1,138,501.3 
N A F T A 1,040,345.4 539,515.3 1,111,813.9 599,868.2 1,188,428.5  511,677.7 1,465,065.3 514,011.0 

ア メ リ カ 899,154.1 486,312.1 971,239.5 545,624.8 1,067,083.6  464,905.7 1,316,842.2 460,421.8 
E U 803,242.1 722,877.0 730,921.9 656,139.6 642,074.7  542,953.3 790,745.0 647,750.3 

イ ギ リ ス 130,367.5 96,278.2 119,331.1 75,891.5 95,562.8  56,083.4 109,663.1 65,560.2 
EU（イギリスを除く） 672,874.5 626,598.8 611,590.8 580,248.1 546,511.9  486,869.8 681,082.0 582,190.1 

A S E A N 2,198,548.8 1,469,747.6 1,946,247.1 1,408,100.2 1,718,668.8 1,229,659.2 2,048,665.7 1,460,786.7 
シ ン ガ ポ ー ル 298,484.9 249,768.2 274,918.8 237,700.4 295,472.5  234,998.5 284,696.3 234,715.2 
マ レ ー シ ア 373,609.3 429,690.9 321,023.4 401,607.6 270,475.7  318,502.2 380,195.1 383,867.0 
C L M V 941,060.1 392,882.8 850,504.0 423,801.1 756,065.8  388,017.9 878,204.5 443,640.6 

中 国 971,437.0 1,621,891.9 902,188.2 1,578,231.6 926,646.8 1,567,640.6 1,171,777.1 2,127,734.4 
香 港 401,767.8 95,453.7 362,830.8 93,244.4 350,745.7  62,697.8 365,225.8 90,856.7 
台 湾 127,342.3 280,581.8 124,171.1 254,029.2 117,804.9  259,447.4 146,662.0 335,959.6 
韓 国 158,136.8 288,229.3 146,629.0 272,230.0 131,746.3  240,846.7 185,336.3 316,639.0 
中 東 271,160.1 789,107.7 262,976.2 614,815.9 228,812.6  419,370.3 278,921.5 741,874.1 
合 計 8,108,299.8 8,064,038.9 7,628,400.4 7,425,649.0 7,183,567.6 6,476,267.4 8,542,102.7 8,549,082.3 

（注）　EU はイギリスを含む28カ国の合計値。CLMV はカンボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナムの
合計値。中東は15カ国の合計値。

（出所）　タイ中央銀行（http://www.bot.or.th/）。

　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2016 2017 2018 2019 2020 2021

経 常 収 支 43,438.0 43,951.9 28,422.5 38,043.9 21,178.4 -10,582.5 
貿易・サービス収支 56,051.0 56,877.0 44,922.2 51,047.4 26,563.5 -1,044.2 

貿 易 35,776.1 32,581.2 22,387.7 26,724.5 40,855.6 39,954.9 
輸 出 213,487.5 233,688.0 251,108.1 242,700.8 226,983.9 269,588.3 
輸 入 177,711.4 201,106.8 228,720.5 215,976.3 186,128.3 229,633.4 

サ ー ビ ス 20,275.0 24,295.8 22,534.5 24,322.9 -14,292.1 -40,999.1 
輸 送 -9,339.0 -9,955.5 -11,240.4 -11,695.3 -14,846.1 -34,123.0 
旅 行 35,713.7 41,872.0 44,282.7 47,455.3 9,680.4 2,090.8 

第 一 次 所 得 収 支 -19,427.5 -20,461.8 -24,514.7 -20,185.8 -11,440.4 -17,491.0 
第 二 次 所 得 収 支 6,814.5 7,536.6 8,015.0 7,182.2 6,055.2 7,952.7 

資 本 移 転 等 収 支 12.7 -111.9 -610.5 4.0 43.1 0.2 
金 融 収 支 -20,194.6 -10,506.5 -13,203.7 -15,721.0 -11,991.1 -2,139.6 

直 接 投 資 -9,906.5 -5,931.9 -4,181.7 -5,604.4 -23,847.4 -5,880.7 
証 券 投 資 -2,797.6 -2,151.6 -5,863.8 -8,798.3 -12,147.6 -11,284.1 
金 融 派 生 商 品 303.3 118.3 133.8 822.1 -409.9 -1,156.1 
そ の 他 投 資 -7,793.9 -2,541.4 -3,292.0 -2,140.5 24,413.8 16,181.2 

誤 差 脱 漏 -10,411.6 -7,376.7 -7,342.0 -8,743.9 9,123.1 5,625.3 
総 合 収 支 12,844.5 25,956.7 7,266.4 13,583.0 18,353.5 -7,096.6 

（注）　2020年と2021年は暫定値。IMF 国際収支マニュアル第 6 版に基づく。ただし，金融収支の符号
は（ - ）は資本流出，（＋）は資本流入を意味する。

（出所）　表 ₄ に同じ。


